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第４９回 国立市都市計画審議会 

 

 

堂免会長： ただいまから第４９回国立市都市計画審議会を開会いたします。 

      ご案内にもありますように、本日の議題としましては、市長より付議されました、「国

立都市計画生産緑地地区の変更について」の１案件について、本日はご審議いただきた

く、都市計画審議会を開催する次第です。 

また、その他としまして、「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）について」

他３案件について、事務局より報告があります。よろしくお願いいたします。 

ご審議の前に、今回より新たにお替わりになりました委員がいらっしゃいますので、事

務局より紹介をいただき、その後に一言ご挨拶いただきたいと思います。 

野田都市計画課長： 市議会議員としてお願いしております、髙柳貴美代委員です。 

髙柳委員： 今回より参加させていただきます、髙柳でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

堂免会長： どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

野田都市計画課長： 次に、市議会議員としてお願いしております、香西貴弘委員です。 

香西委員： 香西貴弘でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

堂免会長： どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

野田都市計画課長： 次に、市議会議員としてお願いしております、藤江竜三委員です。 

藤江委員： 藤江竜三です。よろしくお願いいたします。 

堂免会長： どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

野田都市計画課長： 次に、関係行政機関としてお願いしております、立川消防長所長であられます、

五十嵐潤一委員です。 

五十嵐委員： 立川消防署長の五十嵐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

堂免会長： どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

野田都市計画課長： 次に、市民委員としてお願いしております、木ノ下哲委員です。 

木ノ下委員： 木ノ下と申します。よろしくお願いいたします。 

堂免会長： どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

野田都市計画課長： 次に、市民委員としてお願いしております、松本幸夫委員です。 

松本委員： おはようございます。松本でございます。よろしくお願いいたします。 

堂免会長： ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

野田都市計画課長： 次に、市民委員としてお願いしております、峯岸元紀委員です。 

峯岸委員： 峯岸です。よろしくお願いいたします。 

堂免会長： ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

それでは委員の出席でありますが、ただいま皆様のご出席いただいており、審議会条例

第７条の規定に基づき、定足数に達しておりますので、これより議事日程に従い、会議

を進めさせていただきます。 

次に、会期の決定についてお諮りいたします。会期でございますが、本日１日とするこ

とにご異議ございませんでしょうか。 
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（「異議なし」の声あり） 

堂免会長： 異議なしの声がありますので、会期を本日１日といたします。 

本審議会におきまして、限られた時間の中で十分にご審議をいただきたいと存じますの

で、議事進行などにつきましては、ご協力をお願い申し上げます。 

続きまして、審議会運営規則第１３条に基づき、第４９回国立市都市計画審議会の会議

録に署名する委員を指名いたします。 

これにつきましては、桂委員を指名させていただきたいと思います。お願いいたします。 

それではここで、市長さんからご挨拶をいただきたいと思います。お願いいたします。 

濵﨑市長： おはようございます。今日もだいぶ木々が色づいたような季節になって参りましたけれ

ども、第４９回の国立市都市計画審議会ということで、委員の皆様におかれましては、

お忙しい中ご出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

本日の議題ですけれども、付議案件が１件と報告事項が４件でございます。付議案件

の１件目は、国立市決定案件であります、「国立都市計画生産緑地地区の変更について」

の付議案件でございます。 

生産緑地地区の変更につきましては、新たに追加する地区と生産緑地法の買取り申出等

に伴い、行為の制限が解除された地区につきまして、都市計画の変更の手続きを行うも

のでございます。 

報告事項の１件目は、「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）について」でご

ざいます。東京都、特別区及び２６市２町にて取りまとめました「東京における都市計

画道路の整備方針（仮称）中間のまとめ」について、報告をさせていただくものであり

ます。 

報告事項の２件目は、「矢川上土地区画整理事業の都市計画廃止、用途地域等及び地区

計画の都市計画について」でございます。こちらにつきましては、本年１月に開催した

説明会の内容等について、ご報告するものでございます。 

報告事項の３件目は、「東日本旅客鉃道南武線（谷保駅～立川駅間）連続立体交差化計

画及び関連する道路計画等について」でございます。 

報告事項４件目は、「国立都市計画道路３・３・１５号中新田立川線及び３・４・５号

立川青梅線について」でございます。 

これらにつきましては、それぞれ本年１０月に開催された都市計画変更案及び環境影響

評価書案の説明会について、報告するものでございます。よろしくご審議のほどお願い

申し上げます。 

堂免会長： どうもありがとうございました。 

それでは議題に入ります。「国立都市計画生産緑地地区の変更について」、事務局より

説明をお願いいたします。 

野田都市計画課長： はい。それでは説明の前に、令和７年４月に行われた人事異動により、事務局

職員に変更がありましたので、ご紹介させていただきます。 

新たに都市計画課長となりました、野田でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

新たに都市計画課都市計画係長となりました、松原でございます。 
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松原都市計画係長： 松原です。よろしくお願いいたします。 

野田都市計画課長： 職員人事につきましては、以上でございます。 

次に、本日の資料の確認をさせていただきたいと思います。本日配付いたしました資料

でございますが、第４９回国立市都市計画審議会議事日程、続きまして、国立都市計画

の変更についての付議書の写し、右上に国立市都市計画審議会第１号議案とあります、

「国立都市計画生産緑地地区の変更について（国立市決定）」の議案書、事前に配布し

ております、第４９回国立市都市計画審議会の開催についての通知文、右上に国立市都

市計画審議会資料Ｎｏ．１とある、「国立都市計画生産緑地地区の変更について（国立

市決定）」、右上に国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．２とある、「東京における都市計

画道路の整備方針（仮称）について」、右上に国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．３とあ

る、「矢川上土地区画整理事業の都市計画廃止、用途地域等及び地区計画の都市計画に

ついて」、右上に国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．４とある、「東日本旅客鉃道（谷保

駅～立川駅間）連続立体交差化計画及び関連する道路計画等について」、右上に国立市

都市計画審議会資料Ｎｏ．５とある、「国立都市計画道路３・３・１５号中新田立川線

及び３・４・５号線立川青梅線について」、最後に、令和７年５月１６日現在の国立市

都市計画審議会の委員名簿でございます。不足の資料は、ございませんでしょうか。 

それでは、第１号議案「国立都市計画生産緑地地区の変更について（国立市決定）」を

ご説明いたします。国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．１をご用意いただけますでしょう

か。 

１ページをお開き願います。計画書でございます。 

変更の内容になりますが、第一に、種類及び面積として、変更後の生産緑地地区全体の

面積を約３９．８０ヘクタールにするものでございます。 

第二に、削除のみを行う位置及び区域についてでございます。 

左から順に番号、地区名、位置、削除面積、そして備考として、削除される部分が一部

なのか全部なのか示しております。 

削除を行う地区は番号２１、国立市大字谷保字東之原地内から番号１７８、泉５丁目地

内までの９地区で合計面積は約９，１２０平方メートルでございます。 

次に、理由でございますが、公共施設等の用地または買取り申出に伴う行為制限の解除

により宅地等に転用され、生産緑地の機能を失った生産緑地地区の一部を削除するもの

でございます。ここでいう一部とは、生産緑地全体の一部分ということでございます。 

第三に、追加のみを行う位置及び区域でございます。 

左から順に番号、地区名、位置、追加面積、そして備考には、すでに周辺に生産緑地地

区として存在する箇所に追加される一部追加なのか、周辺に生産緑地地区のない箇所に

新規で追加される全部追加なのかを示しております。 

追加を行う地区は、番号５３、国立市大字谷保字仮屋上地内、番号１６８、大字谷保字

東之原地区内の２地区で合計面積は約１７０平方メートルをそれぞれ地区の一部に追加

するものでございます。 

理由でございますが、生産緑地地区の追加申請に基づき、「都市農地等を計画的かつ永

続的に保全し、良好な都市環境の形成に資するため、市街化区域内において適正に管理
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されている農地等を追加する」ものでございます。 

次に、２ページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表でございます。 

ここでは、変更前の面積、位置、変更内容、変更内訳として、削除及び追加する面積、

変更後の面積を一覧表に示しております。 

このうち、地区の一部削除によって一団を維持することができず、区域を分断したもの

が１件ございまして、新規の区域形成により、新たに番号１８１が追加されております。

また、一部の地区では、面積精査による増減分を含んでおります。 

なお、番号４１、番号１０３は、公共施設の整備、公共施設の設置に伴う削除で、それ

以外はいずれも買取り申出に伴う削除でございます。 

また、番号５３、番号１６８につきましては、先ほどの追加を行うものでございます。 

それぞれの面積は番号順に示しており、その合計は下から３枠目の形になりますが、変

更前の面積約５万６，０３０平方メートル、削除面積約９，１２０平方メートル、追加

面積約１７０平方メートルで、変更後は４万７，０６０平方メートルになるものでござ

います。 

ここに今回、追加・削除に関わらない、変更のない地区として１２８件、

約３５万９１０平方メートルを加算いたしますと、全体の変更後の生産緑地地区は、件

数でいきますと、１３８件、面積約３９万７，９７０平方メートルになるものでござい

ます。 

また、摘要欄の一番下に「みなし」という表現がございますが、これにつきましては、

旧生産緑地法の指定に基づきます生産緑地の面積を、全体面積の内数ではございますが、

示しているものでございます。 

次に、変更概要です。国立都市計画生産緑地地区の変更事項といたしまして、ただいま

説明しました、位置と面積の変更があることを示しております。 

件数は１３８件となり、面積は約４０．６９ヘクタールから約３９．８０ヘクタールに、

約０．８９ヘクタール減少したことになります。 

次に、３ページに折り込んであります、国立都市計画生産緑地地区総括図をお開きくだ

さい。市内全域におけます、生産緑地地区を番号とともに示しております。 

右下の凡例にありますように、既指定区域は、白抜き及び縦線で示しております。今回

削除を行う区域は、黒く塗りつぶして表示してある部分の９地区でございます。また、

今回追加を行う区域は、ピンクで塗られている部分で、地図中央の方の「５３」と書か

れているところ、また、大変わかりづらいですが、地図右下の方の「１６８」追加とあ

ります、細長い部分でございまして、この２地区となります。 

位置の詳細につきましては、次からの計画図でご説明いたします。 

４ページをお開きください。図面左側の番号１３９及び１４９は、いずみ大通りの西側

に位置する矢川３丁目地内、西側に位置する番号１７８は、泉５丁目地内でそれぞれの

黒塗り部分の面積、番号１３９は、約５１０平方メートル、番号１４１は、約３９０平

方メートル、番号１７８は、約９７０平方メートルを削除するものでございます。 

次に、５ページをお開きください。図面中央の番号４１は、矢川駅の南東に位置する大

字谷保字中峯下地内で黒塗りの部分の面積約２０平方メートルを削除するものでござい
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ます。 

次に、６ページをお開きください。図面中央上の番号５３は、谷保駅の南西に位置する

大字谷保字仮屋上地内で、ピンク色で塗られている部分の、面積約１５０平方メートル

を追加するものでございます。 

また、図面中央下の番号９８は、谷保天満宮の南に位置する大字谷保字天神下地内で、

黒塗り部分の面積約２，７００平方メートルを削除するものでございます。削除に伴い、

番号９８は、一団を維持することが不可能となり分断され、新たに番号１８１が新設さ

れるものでございます。 

次に、７ページをお開きください。図面中央左の番号１０３及び１０４は、それぞれ国

立府中インターチェンジの東側に位置する大字谷保字下モノ下地内で黒塗りの部分の面

積、番号１０３は、約１６０平方メートル、番号１０４は、約１，５１０平方メートル

を削除するものでございます。 

また、図面右上の番号２１は、谷保駅東に位置する大字谷保字東之原地内で、黒塗りの

部分の面積約２，０１０平方メートルを削除するものでございます。 

また、図面右上の番号１６８は、谷保駅東に位置する大字谷保字東之原地内で、ピンク

色で塗られている部分の面積約２０平方メートルを追加するものでございます。 

次に、８ページをお開きください。図面中央の番号１０９は、大山道の北に位置する谷

保７丁目地内で黒塗りの部分の面積、約８５０平方メートルを削除するものでございま

す。 

資料の説明は以上でございますが、最後に手続きの関係をご説明いたします。 

本年、令和７年７月中旬に東京都との事務打ち合わせを行いまして、８月１８日に都市

計画法に基づきます協議書を提出し、８月２２日付にて都知事により、都として意見が

ない旨の協議結果通知をいただいております。 

また、都市計画の案の公告及び縦覧を１０月２日から１０月１６日まで行った結果、縦

覧者がなく、意見書の提出もありませんでした。 

なお、本日の本審議会の議決をいただいた後に、都市計画変更の告示を行うことを予定

しております。 

説明は以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

堂免会長： 説明が終わりました。それでは質疑、討論、採決の順に進めて参ります。 

初めに、質疑を承ります。いかがでしょうか。関口委員、どうぞ。 

関口委員： 都知事の承認を受けて縮小した地図を基に作成したとありますが、谷保駅がどこだとか、

甲州街道がどこにあるのか、わかりやすい工夫ができないかと。 

堂免会長： では、事務局、いかがでしょうか。 

野田都市計画課長： はい。いまご指摘のあった地図上のランドマークなどの位置関係の表記があっ

た方が見やすいというご質問だと思います。ご指摘のとおり、都市計画法の基準に基づ

き作成しておりますが、わかりやすい表記を検討していきたいと考えております。 

堂免会長： 関口委員。 

関口委員： それと、今回追加になっているところがありますけれども、追加区域の周辺がすでに指

定されている地域がありますね。なぜここに、新たに追加されたのか。想像するには、
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ここを生産緑地ではない形で活用しようとしたけれども、今後まだ、生産緑地として活

用しようというようなことで、そういう申し出があったというように想像するんですけ

ども、その辺は何か説明があったでしょうか。 

堂免会長： 事務局、お願いいたします。 

野田都市計画課長： こちらにつきましては、委員がおっしゃるように、今まで営農されていました

が、生産緑地として指定されていなかった地域につきましては、追加するものが１件。

あと、生産緑地の中には赤道と言われる古い旧道が入っていたところがございまして、

そちらを払い下げていただきまして、生産緑地として指定していただいたものがござい

ます。この２件です。 

堂免会長： 関口委員。 

関口委員： 総括図ではなく、計画図で見ると１６８が格子線のように細くなっているのは、赤道を

売り払って、そこを生産緑地として指定したという理解でよろしいでしょうか。 

野田都市計画課長： はい。おっしゃるとおりでございます。 

堂免会長： それでは、大谷委員。 

大谷委員： はい。何点か質問させてください。まず理由のところで、もう少しわかりやすく説明を

いただきたいと思います。そもそもこの廃止になっている部分でお伺いしたいのですが、

廃止になる経緯、その次に宅地等に転用されるということですが、開発行為とかがある

のかどうか、そういう情報があるのか、もうすでに開発行為になっているのか、その辺

りを教えていただけますか。 

堂免会長： では、事務局、お願いいたします。 

野田都市計画課長： はい。委員からご質問いただきました、現在の削除された生産緑地の後の活用

方法ということですが、開発行為がすでに行われ、進んでいるところもございます。ま

た、そのような計画をされている箇所もございます。皆様大体は、その生産緑地の行為

制限の解除ということにつきましては、やはり営農の継続が困難のため、皆様のご事情

で削除されているものが、ほとんどでございます。 

堂免会長： 大谷委員。 

大谷委員： 確認ですけども、営農できなくなったという理由もあると思いますが、その中の１つに

は、相続もあるのでしょうか。 

野田都市計画課長： 委員のおっしゃるとおり、相続もございます。 

堂免会長： 大谷委員。 

大谷委員： 近年、ずっと私も問題とさせていただいていますけども、生産緑地はまだまだあります

けれども、将来的にはすべて、そういう経過になっていくのかなというふうに思うわけ

です。そういう流れといいますか、そういうことがあろうかと思います。市としても、

まちづくりとしての問題があろうかと思うのです。ここでそれを深掘りして審議すると

いうことではないのでしょうが、あえて私は、ここで問題意識を持ってお話をさせてい

ただきたいと思います。 

例えば、今、開発行為があると予想されます。開発行為があるから、削除して、開発さ

れていますけれども、その地域だけ見れば、それは致し方ないと思いますが、そこが開

発されるということで、例えば、番号１０４、ここだけ見れば宅地化されるわけですけ
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ども、ただ、まちづくりとして国立市全体で見ますと、この地域は都市計画道路があり

ます。そして、もともとここには、区画整理を要望する地権者の声もいっぱいありまし

た。区画整理をしなかった市が、都市計画道路にも及び腰で、ここをもう廃止にすると

いうような方向性で、今、点線実線であるからよかったなと思うけど、ほぼ点線或いは

消えている話です。でも、これやっておけばよかったじゃないってなるじゃないですか。

将来においては、区画整理とか、もっと言えば、例えば、４ページの１３９、１４１で

す。ここは、区画整理が地権者の方のものすごい努力のおかげで、組合施行によって区

画整理は終わっています。だから１３９、１４１が宅地化されていても、まちづくりと

して、全体としては綺麗なんです。これは、非常に大きな問題だと思います。また戻り

ますけど、７ページの１０３の場所です。ここの削除、ここは都市計画道路上のところ

なんですよね。こういうところが出た場合に、私はやはり市が率先して買取るなり、そ

ういうところの先行買収という制度、東京都もやめましたけど、改めて市の方で、そう

いう制度づくりも含めて、まちづくり全体で考えなきゃいけないと思います。 

８ページのこの番号１０９、ここもすでに開発行為が行われていますよね。大きくはこ

こだけ見るとよくなっているんですけど、この先は幼稚園の周辺、道路付けがないんで

すよね。建替えができないんですよ、皆さん。そして、その多くは区画整理或いは道

路１本入れてくれって要望もあったんです。私散々やりましたけど、なかなか実現しま

せん。非常に大きな問題だと思います。１０９だけを見れば良いわけではなく、私はこ

の地図全体を見て、国立のまちづくりとしてどうなのかなと思うんですよね。その点に

ついては、市長どう考えているかお聞きしたい。いいですか、市長。 

堂免会長： 都市整備部長、お願いいたします。 

北村都市整備部長： 今おっしゃっていただいているところにつきまして、危険なところはあろうか

と。先ほどの話にありました廃止に関するところについては、９８でしょうか。こちら

については、都市計画線が入っておりまして、整備する予定という形のところになって

おります。細かい説明となりますが、７３と書いてある道路のところの右側に道路が

入っていると思うんですけれども、この接点線、横側の道路ですね西側、この南に降り

てきて、この接点から一部の部分が、今見直し候補路線になっておりますので、この先

の部分について整理させていただきます。その上で、今お話にあった、道路用地が都市

計画決定されるにもかかわらず、それを先行買収することができないのかというのは、

議論としてはあろうかと思うんですけれども、やはり現状では、事業化がなされてない

段階で、先行して取得させていただくという形は、なかなか取れないということがあり

ます。様々な道路、何らかにおいて、それを事業化をして行うという形でプロセスがあ

りますので、なかなか難しいというところがあろうかと思います。 

あともう１つは、区画整理を行っていくということで、先ほどお話あった１０４のとこ

ろ、これについても区画整理というお話があろうかと思うんですけれども、過去におき

まして、地域の方々と様々なお話を行ってきた経緯はあるんですけども、なかなか実現

できなかったということがございます。その点から、こちらについては、兼ねてから議

員からご質問いただいておりますけれども、地域の方々とお話を進める中において、ど

のような形ができるのかというのを考えていく必要があると思っております。やはり大



－ 8 － 

きな問題といたしましては、相続税制の課題があるというのは兼ねてからお話がありま

して、そちらにつきましては、市をはじめ、農業委員会でも一般社団法人農業会議等を

とおして、制度改正要望を行っているという状況です。 

堂免会長： 市長、お願いいたします。 

濵﨑市長： はい。大きな話で、やはり南部地域のまちづくりのあり方で特に都市計画道路が絡んだ

り或いは従来、土地区画整理事業が予定されていた、話自体が地域の中であって進まな

かったところというような、それは大きくとらえると生活環境の改善ということだと思

うんですね。やはりこの前、令和６年に南部地域整備基本計画が１０年ぶりに改定され

た中でも、ここの道路のところだったり或いはこの周辺の見直し路線の話も出ていまし

たけれども、道路と区画整理は、非常に大きな話であり、地域の中でも、なかなか意見

がまとまらなかったということを聞いておりますので、非常にここをどうしていくかと

いうことは、問題だと思っています。また、地権者の方とどういうまちづくりがいいか

というのは、しっかり話し合っていきたいとは思っています。あと、北村部長からあっ

たように、見直し路線より東側については、都市計画道路になっていますので、今やる

ような形で計画上も考えているということです。あと農地について、やはりこの国立の

景観が変わる中、変わっていきつつある中でどう守るかというころは、やはり相続のタ

イミングでどういう形で公共も管理をしていくかというところ、今の農業振興計画です

ね、まとめる中で、考えていきたいと思っておりますので、委員の問題意識も受けとめ

て頑張っていきたいと思います。 

堂免会長： では、大谷委員。 

大谷委員： 自分の意見とかそういうことは、討論でやろうかなと思うんですけども、今、話してい

ただきましたけど、私はまちづくり全体の話をお聞きしているわけであります。地権者

は、ご自身の土地を先祖代々守って必死にやってらっしゃるから、まちの将来像までは

わからないと思います。市長は対話型の市長ですから、やっぱり将来の絵は、政治を

やっている我々がわかるわけじゃないですか。それを示せるわけですよ。例えば、ここ

の地域がまとまらなかったという話で、当時はまとまらなかったかもしれないが、実際

に完成して、今となれば、やっぱりやっといてよかったなと思うと思います。区画整理

を必死にやってこられたところは、やってよかったなというのは、もう１０年２０年後

の話なんですよ。 

中央線の高架化もそう、やるときに大反対があったわけです。だけどやってよかったな

と。今度は南武線の高架化もあるけども、必死で我々が対応をしながら、将来こうなる

んで、区画整理であるとか、まちづくりであるとかいうのは、対応しながらこのビジョ

ンを示して、必死でやっていくという気概もなければいけないし、やっぱりそれは制度

がこうだああだって言ったって制度変えるのは我々だから、私はもう一度質問したいの

ですが、皆さん、熱意とか熱量で、例えば、先行買収できない、事業化しなきゃ買えな

いというところを、事業化する予定とかビジョンがあって、こういうまちづくりやるん

だというのであれば、相続が出たときに、区画整理を見越して、代替地であるとかそう

いうところを先行して買収できるような、国立ならではの新しい形を作って、まちづく

りを先行的にやっていけるような制度を作ってやろうという熱意があるかどうか、事務
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方に聞きたいです。 

堂免会長： いかがでしょうか。はい。事務局、お願いいたします。 

野田都市計画課長： 委員のおっしゃる熱意というものにつきましては、私は持っているつもりでご

ざいます。 

北村都市整備部長： 今ありましたけれども、やはり中でも様々な議論が行っておりますので、例え

ば、南部地域整備基本計画も地域の方とかなりお話をさせていただいてまとめてきたと

いう経緯がございます。それを引き続き行う中において、どういうことができるのかと

いうのは、考えていく必要があると捉えております。その上で、都市計画事業といいま

すと、やはり国のお金を得て行うということがあります。都市計画で事業認可というの

は、かなりの手続き等を要し、国のお金のあり方みたいなところに繋がりますので、そ

の中で、市単独ではなかなかできないということもございます。どういうことができる

のかということを考えていきたいと思っております。 

堂免会長： はい。他にございませんでしょうか。では、香西委員、お願いいたします。 

香西委員： もう１回確認させてもらいたいのですが、公共施設に供するという言い方がいまいちわ

からない、４１番と１０３番ですね。 

野田都市計画課長： こちらは、公共施設というのは道路でございまして、セットバックであったり、

いろいろ拡幅であったりで提供いただいたところです。 

香西委員： はい。わかりました。それが確認できれば結構です。 

堂免会長： その他にございますでしょうか。なければ質疑を打ち切ります。 

続きまして、本案にご意見がありましたらお伺いいたします。いかがでしょうか。では、

大谷委員、お願いいたします。 

大谷委員： 議案について、賛成採択の立場で討論させていただきたいと思います。 

先ほども申し上げましたけども、これはまちづくり、大きなまちづくりとして、国立市

の将来問題、社会問題だと思います。こうした中で、やはりミニ開発とかそういうこと

よりも、本来はそれを見越して、大きなまちづくりとしての整備をするべきだというふ

うに思っております。 

国立市は、成熟社会に入り込んだからそういう話をいろいろと聞きますけれども、こう

やってみますと、やはり谷保地域には大きな課題がまだまだあります。そして、今後も

これが続くわけですから、やはり将来世代の子どもたちからも、いいまちづくりを作っ

てくれた、残してくれたんだなというようなまちづくりになるように、現行制度ででき

ないんであれば制度を変えていく或いは作っていく。そのぐらいのことを一緒になって、

今後やっていきたいと思いますので、真剣に議会等を通しながらやっていきますから、

ぜひ皆さんと一緒に将来のまちづくりをやっていきたいと思います。 

この件に関しては、現行では致し方ないと思いますし、それはこういうふう結果になっ

ていますから、賛成しますけれども、将来に大きな問題があるんだという共通課題を持

ちながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

堂免会長： その他にございませんでしょうか。では、関口委員。 

関口委員： この議案については、賛成いたします。 

それぞれいろんな理由があったりして、廃止されていく或いは追加されていくというこ



－ 10 － 

とがあると思うんですけども、国立の南部地域のよさというのが、緑が多いというとこ

ろ、自然環境がいいというところがあると思っています。そのために、地域の方が不便

であるということもある。道路が狭くて不便であるということもあります。 

この地図上で、唯一入っている都市計画道路３・４・３号線なんかも、周辺に生産緑地

が非常にあって、我々から見ると、すごくいい環境であります。緑を残すということと、

それから道路を整備するということは、緊張関係にあると思います。 

大きな道路は、私は必要ないかなと思うんですけれども、生活に不便を来たすようなこ

とがあるのであれば、その整備は必要だろうと思います。ただ、南部地域の一番いいと

ころである自然環境を守るということを所有者の方たちも生産緑地として指定している

ので、そういうものは、ぜひ我々も守りたいなというふうに思っていますし、議会もそ

ういう決議をしたことがあったというふうに理解しております。そういうことも含めて、

生産緑地を残す、緑を残す、自然環境を残すということと同時に、こういう整理を考え

ていただきたいというふうに思っております。 

堂免会長： はい。他にございませんでしょうか。なければ討論を打ち切ります。それではお諮りい

たします。「国立都市計画生産緑地地区の変更について」、本案を原案のとおり決する

ことにご異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

堂免会長： 異議なしと認め、本案は原案のとおり決することといたします。 

この後、事務局からの説明案件がありますので、５分ほど休憩を入れたいと思いま

す。１０時５０分に再開とさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（  休 憩  ） 

堂免会長： それでは、再開いたします。その他の報告事項に移ります。 

今回は案件が多いので、一括して報告いただいた後に質疑などの時間をとりたいと思い

ます。それでは、報告事項お願いいたします。 

野田都市計画課長： はい。それでは、報告事項の１、「東京における都市計画道路の整備方針（仮

称）」について、ご報告させていただきます。 

国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．２をご覧ください。「はじめに」では、現行の「第四

次事業化計画」が令和７年度末で終了することから、「東京における都市計画道路の整

備方針（仮称）」の策定に向けて、東京都及び関係区市町で検討を進めていくこととし

ております。 

１の検討の対象としましては、「東京都における都市計画道路」としております。 

２の検討内容につきましては、「都市計画道路ネットワークの検証」と「優先整備路線

の検討」などとしております。 

３の検討体制につきましては、３つの会議体制で検討しております。 

４の策定スケジュールにつきましては、新たな「東京における都市計画道路の整備方針」

を令和７年度中の策定に向け検討を進めております。令和７年７月に「中間のまとめ」

を公表し、東京都がパブリックコメントを実施しておりました。 

次に、１枚おめくりいただきまして、「東京における都市計画道路の整備方針（仮称）

―中間のまとめー〈概要版〉」をご覧ください。 
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本編につきましては、委員の皆様に別途冊子を配付させていただきましたが、本日はこ

の概要版にて説明させていただきます。 

この概要版の表紙ですが、表題の「中間のまとめ」に至る経緯などを示しております。 

次に、１枚おめくりください。東京の都市計画道路の現状の他、道路整備の「基本理念」

及び「基本目標」が記載されております。 

次のページに移ります。「整備方針に定める基本的事項及び策定手順」をご覧くださ

い。２０５０年代の東京の姿を見据え、事業の長期化を考慮し、しっかり計画期間

を１５年と定め、都市計画道路の整備に関する「基本理念」及び「基本目標」の実現に

向け、「都市計画道路の必要性の検証」、「優先整備路線の選定」、「道路空間のリメ

イクの検討」に取り組んでいくとしております。 

中段、都市計画道路の必要性の検証では、都全域に関わる検証項目と地域に関わる検証

項目合わせて、１０個の検証項目を基に必要性の検証を行う旨、記載されています。 

その上で必要性が高い路線につきましては、右側の６つの選定項目により、今後１５年

間で優先的に整備する路線を選定して参ります。 

道路空間のリメイクの検討については、道路の幅員構成を見直すことで、ゆとりやにぎ

わい等の新たな付加価値を生み出す道路空間のリメイクという取り組みを、都内に幅広

く展開するため、リメイク候補路線を検討することとしております。 

次に、１枚おめくりください。今後の進め方についてです。 

今後、「都市計画道路の必要性の検証」、「優先整備路線の選定」、「道路空間のリメ

イク候補路線の検討を行った後に、都民の皆様のご意見を伺う機会を設けることとして

おります。その案が公表されましたら、都市計画審議会委員の皆様に情報提供させてい

ただきたいと考えております。 

報告事項の１につきましては、以上でございます。 

続きまして、報告事項の２、「矢川上土地区画整理事業の都市計画廃止、用途地域等及

び地区計画の都市計画について」です。 

まず初めに、この件に関する説明会を令和７年１月２４日、２５日の２日間、「くにた

ち未来共創拠点矢川プラス」にて開催し、２日間で６７名のご参加をいただきました。

国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．３を用いて、説明会の概要を報告させていただきます。 

１ページをお開きいただきまして左上、「土地区画整理事業の廃止」でございます。 

昭和３６年に都市計画決定された、矢川上土地区画整理事業を施行すべき区域では、現

在に至るまで事業が実施されず、一方で、地区内では、生活基盤が整い、一定の市街化

が進んでいることから、国立市都市計画マスタープラン等における市の方針に基づき、

矢川上土地区画整理事業の都市計画を廃止し、新たに地区計画の制度を活用したまちづ

くりの検討に着手しました。 

令和元年からワークショップ、まちづくりニュースの配布、戸別訪問等により、地域の

皆様とともにまちづくりに関する検討を進め、令和６年１０月に土地区画整理事業廃止

等の素案を策定したという経過となります。 

続きまして、資料の右上、「地区計画の策定」をご覧ください。地区計画は、ある一定

のまとまりを持った地区を対象に、この地区の実情に合った、よりきめ細かいルールを
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定めることができる制度です。区域に指定された用途地域の規制を強化、緩和すること

ができ、地域の目指すまちづくりを進めることができます。 

矢川上地区では、計画の目標として、「緑豊かでゆとりある住環境の形成、市街地の安

全性の向上、大学と地域が交流する楽しく住み続けられるまちづくりを通じて、災害に

強い、安心安全な地域づくりを目指します」としています。 

また、地区計画の内容として、建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度等を

定めております。 

続きまして、資料の左下をご覧ください。「用途地域の変更」でございます。 

国立市都市計画マスタープランでは、現在、第１種低層地住居専用地域となっている地

域における目指すまちの姿は、「まちなみに調和した中層住宅ゾーン」を誘導する地域

とされています。 

地域の区画道路等基盤整備の進捗も確認されたことから、目指すまちの実現に向け、中

央の図の斜線部分、住宅地区における用途地域を第１種低層住居専用地域（建ぺい

率４０％、容積率８０％）のところから、第１種中高層住居専用地域（建ぺい率６０％、

容積率１５０％）に変更するものとなります。 

続きまして、資料の右下をご覧ください。「防火・準防火地域の指定」でございます。 

準防火地域とは、市街地における火災の危険を防ぐために定める地域です。 

国立市では、建ぺい率５０％以上は準防火地域、容積率４００％以上は防火地域として

おります。今回、用途地域の変更により、建ぺい率が６０％となることから、準防火地

域を新たに指定することとなります。 

最後にページをおめくりいただきまして、「今後の進め方」でございます。 

今後の進め方については、記載のとおりでございます。 

説明は以上でございますが、説明会におけます参加者の方々からの質問、意見をご紹介

いたしますと、事業の経過や内容についてのご質問、狭隘道路の整備、建物の高さの制

限などに関するご質問やご意見、市の丁寧な周知説明等についてのご要望などでござい

ました。説明は以上でございます。 

それでは、報告事項の３、「東日本旅客鉃道南武線（谷保駅～立川駅間）連続立体交差

化計画及び関連する道路計画等について」、説明会の概要をご報告させていただきます。 

事前資料での修正箇所が確認できましたので、ご報告をさせていただきます。 

１文字誤字がございまして、東日本旅客鉃道南武線と表記があります。それぞれ資料で

いきますと、国立市都市計画審議会の議事日程、付議の写し、通知文等に東日本旅客鉃

道南武線という表記がございますが、会社名に含まれる鉃道の鉃の字が、金偏に失うと

いうふうに書かれていますが、正確には金偏に矢という字でございます。誤字がござい

ましたので、ご報告させていただきます。 

まず初めに、こちらにつきましては、都市計画案及び環境影響評価書案の説明会として、

令和７年１０月８日、１１日、１３日及び１５日の４日間、国立地域ではＦＳＸホール

（くにたち市民芸術小ホール）で、立川市域では立川第三小学校及びたましんＲＩＳＵ

ＲＵホールにて開催いたしました。 

出席者については、主催者として、東京都から都市整備局交通企画課街路計画課及び建
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設局計画課鉄道立体担当。国立市からは、都市計画課及び南部地域まちづくり課。立川

市からは、都市計画課及びまちづくり推進課。そして、東日本旅客鉃道株式会社が出席

いたしました。 

また、説明会への参加者数は、１０月８日水曜日は１２４名、１１日土曜日

は８８名、１３日月曜日は１２８名、１５日水曜日は１２１名、計４６１名のご参加を

いただきました。 

それでは、国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．４をお開き願います。左側の「計画のあら

まし」でございます。 

本事業は、ＪＲ南武線の谷保駅から立川駅間の約３．７キロメートルの区間において鉄

道を高架化し、道路と鉄道を連続的に立体交差化するものでございます。 

また、良好な住環境の保全や地域の利便性向上を目的とした側道の整備をあわせて計画

しています。これらの計画の実施により、立川３・４・８号線などの１９箇所の踏切が

除却または廃止され、踏切での交通渋滞の解消、道路と鉄道それぞれの安全性の向上が

図られます。さらに、鉄道により分断されていた地域が一体化されることとともに、都

市計画道路などの整備をあわせて推進することにより、安全で快適なまちづくりが実現

されます、としています。なお、大まかな位置図は資料裏面にございます。 

次に、「計画の概要」でございます。 

初めに、都市高速鉄道東日本旅客鉃道南武線（谷保駅から立川駅間）について、①区間

は、国立市谷保から立川市柴崎町３丁目、②延長は、都市計画区間約４．２キロメート

ル（事業予定区間約３．７キロメートル）、③構造形式につきましては、高架式（嵩上

式）及び地表式、④駅施設は、矢川駅、西国立駅でホーム延長は約１３０メートル、ホ

ーム幅員は約６～８メートルとなっております。 

次の、都市高速鉄道道東日本旅客鉃道南武線付属街路（側道）は、幅員約６メートル

～１６メートル、路線数は８本となっております。 

次に、２ページをご覧ください。 

立体化により除却・廃止される踏切１９ヶ所を表にしております。また、その下には立

体予定区間における交差する都市計画道路を表にしております。 

３・４ページをお開きください。 

見開きの上段、連続立体交差化計画の概略図の平面図では、図面右側の谷保駅から左側

の立川駅間の都市計画区間約４．２キロメートル及び事業予定区間約３．７キロメート

ルを示しております。凡例のうち主なものとして、赤色の線は鉄道の計画線を示してお

ります。青色の線は鉄道付属街路を示しております。茶色の線は都市計画道路を示して

おります。 

さらに赤色の鉄道の計画線上には、除却・廃止等がされる踏切の名称と位置が記載され

ております。 

その下の縦断図では、谷保駅から東側の立川駅間での現状及び高架化の高さの概略を示

しております。 

次に、５ページの標準横断図をご覧いただきたいと思います。 

一般部、取付部、矢川駅、西国立駅における位置関係を示しております。 
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次に、６ページの環境影響評価書案の作成手順についてです。本事業が実施された場合、

周辺環境にどのような影響を及ぼすかについて、東京都環境影響評価条例に基づき、予

測・評価を行い、環境影響評価書案を作成しております。 

環境影響評価の項目は、下の表に示された７項目を選定しております。 

７ページ以降は、選定した項目ごとに予測・評価の結果及び環境保全のための措置を記

載しております。詳細については割愛させていただきます。 

また、この説明会では、国立市において、「矢川駅南口駅前広場（交通広場）等の都市

計画案について」、立川市においては、「西国立駅交通広場都市計画案について」の説

明も行われました。 

「矢川駅南口駅前広場（交通広場）等の都市計画案」をお開きください。「１、計画の

あらまし」です。 

本計画は、矢川駅周辺の交通結節機能の強化、安全な歩行環境の確保及び円滑な交通環

境の形成を目的として、ＪＲ南武線の南側に約３，１００平方メートルの交通広場を含

む延長約２４０メートルの新たな道路を整備するものです。 

「２、駅前広場の整備方針」についてですが、駅前広場の整備は、「矢川駅周辺整備計

画」で示した交通広場の３つの整備方針に基づき進めていく、としております。 

右側のページに移りまして、「３、都市計画案の概要」についてです。 

赤くマーカーしている部分が矢川駅南口の交通広場と駅周辺にアクセスする道路の位置

となります。 

下段の「計画概要」についてです。 

都市計画道路名は「国立都市計画道路７・４・１号鶉久保上峯下線」、位置は「国立市

大字石田字鶉久保から国立市大字谷保字上峯下まで」、延長は約２４０メートル、車線

の数は２車線、幅員は１６メートル、その他として「交通広場の設置約３，１００平方

メートル」となっております。 

１ページおめくりいただきまして、「４、今後の予定」です。 

この件に係る都市計画素案の説明会については、令和７年５月２３日、２４日の２日間、

国立市未来共創拠点矢川プラスにて開催し、２日間で８５名のご参加をいただきました。

そこでいただいたご意見等を踏まえまして、都市計画案を作成し、今回、都市計画案の

説明会を開催しているという流れでございます。 

最後に、南武線のパンフレットに戻っていただきまして、１４ページをお開きください。

工事着手までの流れでございます。 

今回の説明会は、表の左側、都市計画の流れの中段、赤色で示されている「都市計画案

の説明会」の部分でございます。今後、都市計画の手続きと並行して右側の環境影響評

価の手続きを経て、都市計画を行い、都市計画決定を行い、都市計画事業認可を取得後、

工事着手する予定となっております。 

なお、南武線連続立体交差化計画の都市計画決定につきましては、東京都の都市計画審

議会に付議されます。それに先立って国立市への意見聴取がございますので、その際に

は、国立市都市計画審議会へ諮問させていただきます。また、側道及び都市計画道

路７・４・１号線につきましては、市の決定となりますので、国立市都市計画審議会に
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付議させていただきます。 

連続立体交差化計画に関する道路計画についての説明は以上でございますが、説明会に

おけます参加者の方々からの主な質問・ご意見をご紹介いたします。 

事業のスケジュールや事業費について、用地取得の範囲などについて、側道や交差道路

など周辺の道路整備について、廃止される踏切への対応について、工事に伴う周辺の影

響について、などがございました。説明は以上でございます。 

続きまして、報告事項の４、「国立都市計画道路３・３・１５号中新田立川線及

び３・４・５号線立川青梅線について」ご説明いたします。 

これら２つの都市計画道路は昭和３６年に都市計画決定されたもので、今回の説明会は

この都市計画の変更案等に関する説明会となります。 

まず初めに、こちらも説明会の開催についてとなりますが、令和７年１０月１６日、 

１９日の２日間、国立第六小学校にて開催されました。 

出席者については、主催者として、東京都から都市整備局街路計画課、建設局計画課及

び北多摩北部建設事務所、またオブザーバー参加として、国立市からは、都市計画課及

び南部地域まちづくり課、立川市からは、都市計画課が出席しております。 

また、説明会への参加者は、１０月１６日木曜日は８９名、１９日日曜日は６６名、

計１５５名のご参加をいただきました。 

それでは、国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．５をご用意いただけますでしょうか。 

１ページをお開き願います。「計画のあらまし」でございます。 

立川東大和線は、日野バイパスから立川市を経由して東大和市の青梅街道に至る、多摩

地域における南北方向の主要５路線の１つです。また、新奥多摩街道は、東八道路から

国立市、立川市、昭島市、福生市及び羽村市を経由して、青梅市で青梅街道に至る、 

多摩地域における東西方向の主要４路線の１つです。 

立川東大和線と新奥多摩街道は、多摩地域の骨格を形成する重要な都市計画道路である

とともに、多摩地域の広域防災拠点である立川広域防災基地へのアクセスルートの一部

となっていますが、未整備区間が残っているところでございます。 

これらの未整備区間のうち、それぞれ東日本旅客鉃道南武線と交差する付近の区間であ

る、国立都市計画道路３・３・１５号中新田立川線の国立市谷保から富士見台４丁目ま

での約０．５キロメートルと、国立都市計画道路３・４・５号立川青梅線の国立市富士

見台４丁目から青柳１丁目までの約０．６キロメートルについて、ＪＲ南武線の連続立

体交差化計画に合わせて事業を行うに当たり、その都市計画変更案及び環境影響評価書

案を取りまとめたものとなります。 

なお、両路線の対象区間は、ともに「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事

業化計画）」に基づいて、令和年７年度までに優先的に整備すべき優先整備路線と位置

付けられております。 

立川東大和線及び新奥多摩街道の整備の目的ですが、多摩地域における人や物の動きの

円滑化や都市間の連携強化、災害時の緊急輸送網や安全な避難経路を確保することなど

による防災性の向上、生活道路からの交通転換による利便性・安全性の向上、周辺道路

における渋滞の緩和、安全で快適な都市空間の創出としております。 
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次に、都市計画変更案の概要でございます。 

初めに、国立都市計画道路３・３・１５号中新田立川線ですが、ＪＲ南武線の連続立体

交差化計画に合わせて、ＪＲ南武線との交差部付近を立体構造から平面構造に変更しま

す。これに伴い、交差部付近の区間の計画幅員を２８メートル～３３．７メートルに変

更します。また、往復４車線の車道部その両側に歩行者や自転車の通行空間などを確保

するため、標準幅員を２８メートルにします。そして、日野バイパスから国立３・４・ 

５号線までの区間において、車線の数を４車線に定めます。 

次に、国立都市計画道路３・４・５号立川青梅線ですが、こちらもＪＲ南武線の連続立

体交差化計画に合わせて、ＪＲ南武線との交差部付近を立体構造から平面構造に変更し

ます。これに伴い、交差部付近の区間の計画幅員を２０メートル～３３．７メートルに

変更します。また、こちらも車線の数として完成している部分を含め東側の府中市境か

ら西側の立川市境までの全区間において、２車線と定めます。 

次に、３・４ページをご覧いただきたいと思います。道路構造の概要（イメージ図）で

ございます。 

左側は国立都市計画道路３・３・１５号中新田立川線、右側は国立都市計画道

路３・４・５号立川青梅線の平面図でございます。各々平面図の下にそれぞれ縦断図と

して、ＪＲ南武線との交差部は平面構造、矢川との交差部は橋梁構造とすることを示し

ております。 

その下には横断図として、幅員２８メートルと幅員２０メートルの車道部と歩道等の幅

員を標準的なものとして示しております。 

続きまして、５・６ページをご覧いただきたいと思います。都市計画案の概要図でござ

います。 

路線ごとに都市計画変更案の概要と幅員変更部分の拡大図、また、事業予定区間を示し

ております。 

次に、７ページの環境影響の予測・評価についてです。 

本事業が実施された場合、周辺環境にどのような影響を及ぼすかについて、東京都環境

影響評価条例に基づき予測・評価を行い、環境影響評価書案を作成しております。 

環境影響評価の項目は、下の表に示された７項目を選定しております。８ページ

～１６ページまでは、選定した項目ごとに、環境影響の予測・評価の結果

を１７・１８ページでは、環境保全のための主な措置を記載しております。詳細につき

ましては割愛させていただきます。 

次に、１９ページをお開きください。事業の流れでございます。 

今回の説明会は、表の左側、都市計画の流れの中段、赤色で示されている「都市計画変

更案の説明会」の部分でございます。今後、都市計画の手続きと並行して右側の環境影

響評価の手続きを経て、都市計画決定を行い、都市計画事業認可を取得後、工事着手す

る予定となっております。 

なお、この事業に係る都市計画決定につきましては、東京都の都市計画審議会に付議さ

れます。それに先立ちまして、国立市への意見聴取がございますので、その際には国立

市都市計画審議会へ諮問させていただきます。 
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都市計画変更案及び環境影響評価書案の説明は以上でございますが、説明会における参

加者の方々からの主な質問・ご意見をご紹介いたしますと、事業のスケジュールについ

て、大型車両が入ってくることによる住環境悪化への懸念について、事業実施に伴う地

下水や生態系への影響について、矢川の側道について、などがございました。説明は以

上でございます。 

堂免会長： はい。ただいま事務局より説明がありましたが、今回は報告とのことです。詳細具体の

質疑は今後として、意見照会または付議された段階となりますが、現段階で質問などご

ざいましたら、挙手願います。 

では、大谷委員お願いいたします。 

大谷委員： 「矢川上土地区画整理事業の都市計画廃止」の一番裏面ですが、都市計画審議会による

審議、そして、都市計画決定、これはいつごろ予定されているかを教えていただけます

か。 

立川南部地域まちづくり課長： はい。都市整備部南部地域まちづくり課の立川と申します。事業を

担当しておりますので、私からお答えさせていただきます。 

国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．３の最終ページの今後の進め方の表でございます。現在は、この表

の中の意見に基づく修正等という段階であろうかと考えております。その後、公告縦覧

とそれからご質問ありました都市計画審議会による審議でございますが、現時点では、

具体的なスケジュールについては未定でございます。 

市といたしましては、この間、都市計画決定に向けて早く進めて参りたいと考えており

ますが、今のところ、地域の方との意見交換等を引き続き慎重に進めている段階でござ

います。以上になります。 

堂免会長： はい。大谷委員。 

大谷委員： 以前、私が質問したときに、令和７年４月に、都市計画審議会による審議、これが入る

というふうに聞いていたスケジュール感が、そのとおりでよかったのか、今の話を聞く

と全く変わってきたと思われる。 

立川南部地域まちづくり課長： 矢川上土地区画整理事業については、一連の都市計画決定に向けた

取り組みは令和元年度から、市の方で取り進めております。その後、コロナによる停滞

があり東京都との協議に時間を要したということで、現在に至っております。令和６年

度中の都市計画決定というところも目指しておりましたが、いろいろな事情により伸び

ていたというところでございます。 

その後、スケジュールを再度見直しまして、令和７年度中の都市計画決定を目指してお

りましたが、さらに今、地域の方と意見交換、意見をいただいて、慎重に検討している

というところで、先ほどお伝えしたとおり、今のところ未定というところでございます。 

大谷委員： もう１点だけ質問したいのですが、矢川駅南口広場の交通広場等の都市計画決定ですけ

ど、今、示されておりますが、その後、この南側の道路よりも南側の地権者による集ま

りがありまして、今後、市長も来ていただく予定になっております。そこで、また、改

めて声が出てくると思うのですが、そういった声が反映される余地というのはまだある

のでしょうか。 

立川南部地域まちづくり課長： ご質問いただいたのは、この国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．４の
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ホチキス留めしてあります、パンフレットの最後から２番目のページにございます。都

市計画の計画概要図というのがあると思います。こちらは、矢川駅の南口に、新たに交

通広場を整備するという都市計画案でございます。 

今、ご質問あったのは、この赤い、国立７・４・１という東西の道路の南側の区域の課

題でございます。こちらも、以前より地域の皆様といろいろ勉強会、意見交換等させて

いただいている中で、この赤い道路整備以外も、例えば、区画整理による手法も含めて、

引き続き、市としても協議させていただきたいと考えております。以上になります。 

堂免会長： では、大谷委員、お願いいたします。 

大谷委員： はい。意見を述べさせていただきます。 

まず、この矢川上土地区画整理事業の都市計画の廃止、そして、新たな地区計画という

ことでありますけれども、私はもう２択しかないと思います。この地権者の皆さんが土

地区画整理事業をやるのか、やらないのか。やるのであれば、減歩率は５０、６０だと

思うんですけども、それでもやるという計画になっていますから、土地区画整理事業で

やるならやりますよ。やらないのであれば、土地区画整理事業を廃止して、用途地域等

を変えて、地区計画を策定する、早めにやらないといけないと思います。 

国立市の他の住民全体からすると、ここの中の人たちは、この計画があるために固定資

産税が減免されているわけですよ。本人たちは理解してないかもしれないけど、ずっ

と１０％減免されているわけで、都市計画税と固定資産税がマックスでない状態、他の

地域の皆さんからすれば不公平と感じる。早くこの事業を決定しなければおかしい。私

からすれば、スケジュールを延伸するにしてもXデーは決めなければならず、未定という

のもおかしい。一度決めているのだからしっかりとXデーを決めながら進めて欲しいし、

スピード感を持ってやっていただかないといけないと思います。 

せっかくここまできた、そして、この矢川上土地区画整理事業、矢川駅南口駅前広場に

ついては、両方含めて、担当する課長をはじめ、職員の皆様のものすごい努力と、大変

な仕事量に関してはもう敬意を表しますし、ただただ、頭が下がるだけであります。こ

こまで来ました。大変なことだと思います。 

例えば、道路で言うと、昭和から６０年もやっていることが、今この１０年で課長以下

皆さんがここまで努力されて、ここまで進められたんです。せっかくここまで来たんで

すよね。 

私は登山とかしますから、頂上の少し手前が一番きついんですよ。大変だと思いますけ

れども、ここを乗り切ったら素晴らしい景色が必ず見えますので、ぜひ努力していただ

きたい。ここでつまずかないで最後まであと一歩ですから。お願いさせていただいて、

そして先ほど話しました、矢川駅の南に関しては、さらなる地権者の皆さん、国立市の

将来のために、非常に話はしていますから。 

ここまでの決定は大賛成でございますから、そのさらにプラスのところを見定めていた

だきたいということをお願いして、意見といたします。 

堂免会長： はい。今回その他の報告事項で、討論ございませんので、まとめてお話いただければと

思います。 

その他にいかがでしょうか。では、松本委員、お願いいたします。 
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松本委員： 松本でございます。市長さんがいらっしゃるので、この矢川上地区計画について教えて

ください。地区計画の策定で、緑豊かな大学と地域が交流する楽しく住み続けられるま

ちづくりとありますけども、一橋大学があって、いろんな大学の近くにあるわけです。

国立としては、その大学との交流というのは具体的にどんなことを進めてらっしゃるの

か、それとも、これから進めていくのか。市民としては、見えない部分がありまして、

そこをもし、市長さんの方から大きな展開の中でご意見があったら、お聞かせいただき

たいと思います。 

堂免会長： 市長、お願いいたします。 

濵﨑市長： はい。まず、東京女子体育大学ですけれども、今は中学校の部活を東京女子体育大学が、

大学の中の施設を使って、指導もしてくださるようなことを今年から本格的に開始いた

しました。今、様々な予算の調整もありますので、まだ決定はしていないんですけれど

も、地域、特に中学生との連携というのを考えています。 

あと、そこの枠組みの中で、地域の方にスポーツ講師を養成して、さらにその地域のサ

ークル等で役立てていただくような、そういう取り組みを地域と意見交換しながら、 

東京女子体育大学の方で考えてもらっていまして、TWCPEクラブみたいな取り組みが１つ

あります。連携が形になっていくのではないかなと思っております。 

一橋大学ですけれども、様々話している中で、まず、実現したいのは、もともと貴重な

市民の憩いの空間について、今はコロナの影響で正門からしか入れなくなっているとこ

ろを昔のように裏門含む全門から、東西キャンパスに自由に入れる市民の方が楽しんで

いただけるような憩いの場にしたいと思っています。 

あと、幼稚園児の遊び場や散歩で行ったりもできる、そういう空間にしていただくとい

うことを昔みたいにしていただきたいなということがあります。 

あと、最近は、地域のお祭りにたくさん出てきてもらっておりまして、学生が盆踊りと

か、ハロウィンのイベントを団地で開催したり、様々なことをやっております。やはり

そうした形で地域と交流ということで、ボランティアのごみ拾いなども、相当やっても

らっておりますので、これは学生の場合は非公式な形になりますけれども、そうした形

の連携も進めていきたいなというふうに思っております。 

スタートアップ支援とかもあるんですけども、かいつまんで申し上げるとこんな感じで

す。 

松本委員： ありがとうございました。 

堂免会長： では、松本委員。 

松本委員： もう１つ、よろしいですか。 

堂免会長： どうぞ。 

松本委員： 南武線が高架化になることは、大変いいことだと思っています。高架下の使い方につい

て、利活用の仕方というのは、市として考えてらっしゃるのか、それとも民間でいろん

な店舗とかを募集しながら活用していかれるのか、そういったビジョンはどういう形に

なっていますでしょうか。 

堂免会長： 事務局。 

立川南部地域まちづくり課長： 南武線は地下ではなく、高架に決定する見込みでございますので、
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おっしゃっていただいたとおり、高架下の用地が新たに創出されます。 

まず、高架下の用地そのものはＪＲの所有地ですので、その上で、ルールによって、沿

線市もある程度の割合で、無償で使える用地があります。そこをまず、市としてどのよ

うに活用していくかというのは、今後、時間をかけて、丁寧に検討していきたいと考え

ております。さらに、それ以外の部分について、ＪＲさんが自ら使う用地もあれば、Ｊ

Ｒさんが民間の事業者等に貸し出す用地もあると思います。中央線と同じような形です。

その部分についても、ＪＲさんと今後、地域の皆様を交えて検討していきたいと考えて

おります。以上になります。 

松本委員： ありがとうございました。 

堂免会長： はい。その他にいかがでしょうか。では、関口委員お願いいたします。 

関口委員： 国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．２の「東京都における都市計画道路整備方針（仮称）」

があるけれども、これは大きな方針だと思います。２番に検討内容とあり、「都市計画

道路ネットワークの検証」というのは、甲州街道に関係しています。甲州街道は今、片

側２車線になっていますが、片側１車線にして欲しいと要望があり、歩道を広くして欲

しいというのが、議会でも全会一致の意見だと思います。 

甲州街道を片側１車線、往復で２車線にするのは、東京都は昔、日交通量が２万台以下

になったら、片側１車線にできますよというような答弁をしていました。 

ところが、あるときになって、道路ネットワーク化が必要ですとなりました。つまり、

国立３・４・５号線であるさくら通りの府中と立川が抜けるような形のネットワークが

できないと、甲州街道の片側１車線化はできませんというふうな意見に変わってきたん

です。途中で方針が変わったんです。 

今回の整備方針の中に、このネットワーク化の検証というのがあるんですけれども、こ

のことを入れてもらっては困ります。国立市議会では、市民の意見を聞いて、甲州街道

は片側１車線にして欲しいというのを全会一致で意見があるというふうに考えておりま

すので、このことについては、ぜひ国立市がこのネットワーク化の検証というところに

入れないように、申し入れて欲しいなと思っています。この中間のまとめというのが、

もうすでにできているってことがあるんですけども、国立市は東京都に対してそういう

申し入れをしているんでしょうか。 

堂免会長： 事務局、いかがでしょうか。 

野田都市計画課長： 甲州街道の片側１車線で、両側２車線化というところのご質問になろうかと思

います。今、東京都の都市計画道路の整備方針について、検討を進めているところでご

ざいます。委員のご指摘のように、甲州街道の両側２車線化は、兼ねてから市議会でも

取り上げられて要望があったものでございます。この整備方針のまとめとは異なります

が、逐次、東京都に市の方から両側２車線化にして欲しいという旨は、その都度伝えて

きております。 

今年度につきましても、要望を上げているところでございます。この都市計画道路の整

備方針につきましても、その観点を踏まえまして、東京都と協議しているところでござ

います。以上でございます。 

堂免会長： 関口委員。 
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関口委員： 東京都が検討しているということは、国立市の方から申し入れている内容を、整備方針

の中に入れないでくださいと言われてしまうと、その後、整備方針の中に入っている

じゃないですかと言われて、国立市も認めているじゃないですか、というような形で、

ネットワーク化されないと甲州街道の両側２車線化はできないという根拠になってしま

います。そのようなことにならないように、ここで、意見を申し上げておきます。必ず

そうして欲しいと思っております。 

もう１つ、国立３・３・１５号線の件ですが、国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．５に関

わってくる内容ですが、先ほど大谷委員は、矢川駅南口の方の都市計画審議会どうなる

のですかという質問があったんですけれども、矢川上土地区画整理の方の国

立３・３・１５号線について伺います。 

これも東京都の関係で、国立市の審議会が開かれるという説明がありましたが、これも

予定は未定なのでしょうか。それとも、東京都の状況によって、市の都市計画審議会が

開かれるというようなことなのでしょうか。時期がわかっていれば教えていただきたい

です。 

堂免会長： 事務局、お願いいたします。 

野田都市計画課長： ご質問ありました、国立３・３・１５号線、国立３・４・５号線の都市計画決

定についてのご質問だと思います。この説明会の中では、都市計画決定の目途といたし

まして、東京都は令和８年度ということを申しております。 

ですので、国立市の都市計画審議会としましては、東京都の都市計画審議会の予定に合

わせまして、その前段で諮問するという形になります。令和８年度というところが予定

されているものとなります。以上です。 

堂免会長： 関口委員。 

関口委員： ということは、国立市の都市計画審議会も２０２６年度にやる予定だということでよろ

しいですね。 

野田都市計画課長： はい。決定ではないですが、予定となっています。 

堂免会長： 関口委員。 

関口委員： 国立３・３・１５号線については、とてもいい空間になる。それから、安全な地域交通

になるというような形で書かれていたと思うんですけれども、第六小学校の約６０メー

トルの東側に２８メートルから３０メートルの道路ができるということになります。 

第六小学校というのはご存じのように、矢川が校内にあって、自然環境のよい、子ども

たちの環境教育に非常に役立っている。すごく環境のいい小学校だと思っています。そ

の東側６０メートルぐらいのところに、３０メートルの大きな道路ができる。それは、

子どもたちの安全はどうなるのか。今までは、自由に通れていたところが大きな道路に

なり、絵を見るとわかるように片側２車線の４車線の道路です。大きな道路ができると

いうことで、子どもたちが渡るのには、非常に注意しなきゃいけないような基幹道路に

なってくるというのが想像できます。 

もう１つは、粉じんや排気ガス等で、非常に子どもたちの健康ということにも問題があ

るのではないかと思います。 

これは、東京都から南武線の連続立体交差化事業と一体化してやるということで説明を
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受けています。先ほどの説明を聞いていると、そういう感じになってくるんですけれど

も、国立市も東京都と同じような考えで、一体化して進めるのだと考えていますか。南

武線の高架事業はいいと思っているのですが、国立３・３・１５号線と一体化で進める

というようなことはどうなのか。東京都の説明に対して、国立市もそのような形で、進

めますよということで良いのですか。今、説明をしていただけますでしょうか。 

堂免会長： 事務局、お願いいたします。 

立川南部地域まちづくり課長： 南武線の連立事業と国立３・３・１５号線等の事業が一体で進むと

いう東京都の考えについて、国立市がどうかというご質問だと思います。 

南武線の立体化の計画、まずこちらですが、東京都内では、今まだ１，０４０ヶ所ぐら

いの踏切がある中で、わずか２０区間だけが、平成１６年に連続立体交差化の区間とし

て抽出されております。その抽出の過程において、より事業効果の高い区間を優先的に、

選定するという考えがベースにございます。つまり、鉄道を立体化するだけではなくて、

それに伴う周辺のまちづくりがどれだけ実現するか或いは交差する道路の整備が、何本

の交差道路が、都市計画道路が交差しているか等を指標を持って、東京都が判断してお

ります。つまり、この南武線事業は、当時は矢川立川駅間でしたが、工事を２０区間に

選定する過程で、交差する都市計画道路の同時整備というところを前提に評価される。

その後、平成３０年に国交省が採択した際の判断基準或いはその後、国と都による比較

設計協議で、高架にするか地下にするか、事業区間をどこまで延ばすかというところの

過程においても、常にその交差する都市計画道路、ここで言う国立３・３・１５号線及

び国立３・４・５号線の整備が前提となって評価されておりますので、これは国立市が

一体であると判断するかどうかというよりは、南武線の事業化の前提として、この交差

道路の整備もセットで考えられているというところで、東京都からも確認しているとこ

ろでございます。以上になります。 

堂免会長： 関口委員。 

関口委員： あまり詳しくは進めませんけれども、ただ、東京都や国交省が、そのように判断するの

は、はっきり言って地域の実情というものよりも、大きな形での見方をしているのか

なって思います。ただ、国立市において、第六小学校の子どもたちや保護者の人たちの

意見というものは、東京都等は聞いてないわけですよね。また、そこで見てもいないだ

ろうと思うんですけれども、聞いてないということは、一番よくわかっているのは国立

市です。第六小学校の環境を、子どもたちの状況を、そういうものが本当に安全に保て

られるのか。或いはこれだけのいい環境、矢川があるようないい環境のところに大きな

道路ができるということについて、考えられるのは国立市です。その国立市が、どうい

うふうに考えているのかって言うのは意見として、出すべきだろうと思います。そうい

う意見は、聞かれないということですか。 

国立市都市計画審議会でそういう意見があったとしても、東京都や国交省がやっている

んだから、それはもう一体化なんだというふうな形で国立市は進めるしかないと考えて

いらっしゃるか、そこまでで質問は終わりますけれども、どうなんでしょうか。 

堂免会長： 事務局。 

立川南部地域まちづくり課長： はい。東京都がこの連立事業それから街路事業の方、両方とも、環
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境影響評価書を作成しているところでございます。その中で、おっしゃっていただいた、

例えば、周辺への騒音や大気汚染の関係、どの程度影響があるのか、ないのかというの

を、今現在、東京都が評価をしているところです。 

それに対して、今後、国立市として、東京都に対して意見を述べる機会というのがござ

いますので、その中で、今、市の担当を中心にどういった意見を東京都に申し送りする

かというところを検討しているところでございます。ですので、第六小学校への影響等

については、まず行政として、市としてはそのような対応をしていきたいと考えており

ます。以上になります。 

堂免会長： では、関口委員。 

関口委員： 第六小学校に対しては、そういう対応というのは、私が言ったような意見を、というよ

うなことで、対応していきたいということですか。それとも、違うことなんですか。 

堂免会長： 事務局。 

立川南部地域まちづくり課長：今、いただいた具体的なところは、国立市都市計画審議会委員さんか

らのご意見ということで、まず、受けとめさせていただきたいと考えております。 

堂免会長： 関口委員。 

関口委員： 担当者の話としてはそのところの答弁だろうな、というふうに思うので、あとは市長等、

理事者の話になってくると思うので、これはそこで終わります。議会の中でやればいい

と思いますので。 

あともう１つ、矢川上土地区画整理事業の件と矢川駅南口の資料について、一言意見を

させていただきます。 

矢川上土地区画整理事業について、多くの市民の方の意見が出ていると聞いています。

それは署名もされているとのことで、市長もそれを受けとめているというような話を議

会での答弁もありました。市民の意見をよく聞いて、どのようにするかを決めていただ

ければというふうに思っています。 

それと、国立７・４・１号線、矢川駅の南口の整備というのは、私は整備されるといい

と思っているんですけれども、ただ、国立７・４・１号線というのは、いきなりポンと

出てきたような気がします。また、国立３・３・１５号線の検討を南武線の高架事業と

連動してポンと出てきたような印象があります。このことについても、先ほどの委員は

どんどん進めて欲しいというふうに言われていたんですけども、これは私としては、十

分に地域住民の意見を聞いて進めていただければと思います。地権者から意見が出たと

いう話が隣で出ていますが、地権者の方たちは、すごく関心持っていかないと、そこに

住んでいる人たちがあまり知らないうちに、こういう道路の話がでてきたという人がい

て、いきなり出てきたというふうな感じがしているので、十分に住民の意見を市民の意

見を聞いて、計画を考えていただければと思います。 

堂免会長： はい。その他にございませんでしょうか。では、髙柳委員。 

髙柳委員： １点だけ教えていただきたいと思います。国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．２の「東京

における都市計画道路の整備方針（仮称）」ということで、中間がまとめられたという

概要版が出ています。この見開いたところの右側、道路空間のリメイクの検討というの

は、国立市ではどのような影響があるかというか、使えるのかとか、そういう点につい



－ 24 － 

て、教えてください。 

堂免会長： 事務局、お願いいたします。 

野田都市計画課長： はい。道路空間のリメイクのご質問かと思われます。このリメイクの対象とな

りますのが、まず完成した都市計画道路というものがリメイクの対象となります。この

資料の、右下にその概念図があります。一番左側の図で、まず真ん中の十字の都市計画

道路が整備されている状況で、外側の外郭の点線で書かれた未整備の路線があります。

これが右側の図にいきまして、この外郭の未整備路線が完成した状況になりますと、こ

の真ん中の路線が交通の転換が図られ、交通量が減るということが見込まれます。そう

した場合に、車線を減らしたりということで歩行者の空間を広げてにぎわいだとか、ウ

ォーカブルだとか、そういうふうに改修していくということがリメイクのイメージでご

ざいます。 

国立市で考えますと、現状はそういう対象路線はないですが、甲州街道につきましては、

今、完成済みではなく、両側にあと５０センチメートルの拡幅を予定しているというこ

ともございます。そこは採択されるのは非常に難しい状況にあろうかというところでご

ざいますが、そういった点もできないかという問いかけはしているところでございます。 

堂免会長： 髙柳委員。 

髙柳委員： 可能性としては、私はあるのかなというふうに思っておりますので、その辺のところも、

やはりしっかり国立市の方から主張していただきたいなと思いました。 

堂免会長： はい。その他にいかがでしょうか。では、香西委員、お願いいたします。 

香西委員： 質問させていただきます。こういったことを伝えていただけるんでしょうかというよう

な、意味合いでの質問です。 

国立市都市計画審議会資料Ｎｏ．５、「都市計画変更案及び環境影響評価書案のあらま

しについて」です。 

先ほど、関口委員は南武線の南側のことを言われました。私は逆に、北側のことが気に

なっています。１４ページをお開きいただきたい。１４ページの計画道路の北側からの

眺望が綺麗な写真で、本当にこれだけ再現できるというのはすごくいいなとは思います

が、よくよく見ると、右側はアップになって、アップというか広げているわけですよね。

それに対して、左側というのは遠景になって撮っているので、これ実は狭い道路じゃな

くて、実はここはもうすでにできているわけですね。できているような中で、実際でき

ればこういうふうになるということを本当わかりやすくやっていただいています。 

私は本当にこの南武線の連続立体交差事業と合わせた道路事業、もうこのタイミングし

かないだろうということは、きちっと進めていくべきだと思います。そのことを前提の

上で、ただしですね、これだけ広がっている道路がすでにできているところにある、こ

の富士見台４丁目アパートの住まいの方々は、現在、非常に高齢化率が高いです。まし

てや、都営住宅という性質もあると思います。今後も高齢化率が高くなる、もしくは継

続するということがもう大前提かなと思う中で、この２８メートルの道路を渡るという

のが、これ道路なんですけど、道路じゃないような状況の中で、この道路を挟んで移動

しているわけです。コミュニティができ、人がそこを横断している、ゆっくりと過ごし

ている、そういう感覚を持っておられる方々のところに、ある意味これだけの道路を整
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備してくる、幅広に整備するというのは、注意しておいたほうがいいなと思います。 

やはり、先ほどは、小学生のことを言われていましたけども、私は高齢者の、特にこの

地域のコミュニティを分けてしまうことになりかねないと思います。あと、生徒の交通

上の安全対策、特に東京都の中において、２８メートルぐらいのこういった広い幅の道

路、もっと広い幅もあるかもしれませんが、そこを横断する、単に若い人がということ

ではなく、特に高齢者がやはり渡り切れるかどうかというような問題であると思います。

これは鉄道も一緒かもしれません。踏切もそうかと思います。 

この問題を東京都として受けとめていただいて、何もここだけを特別扱いしてという意

味ではなくて、やはり全体感に立って、何か対策を広げていけるような、この前も提案

させていただきました、エレベーターつきの横断歩道、陸橋ですよね。単なる陸橋だと

逆に高齢者渡らなくなるんですよね。なので、そういう時代に合った、私はそういう施

設設備みたいなものを考え出してあるんであれば、それを広めていくというか、それが

当たり前になるような、そうしたですね、絵を描いて欲しいということを東京都に対し

ても要望して欲しいということを、お願いしたいのですがいかがでしょう。 

堂免会長： はい。事務局。 

野田都市計画課長： 今、委員がおっしゃられたような、団地間を分断するような国立３・３・１５ 

号線の安全対策というところになろうかと思います。兼ねてから議会等でもそういうご

要望があったかと思います。こちらにつきましては、市の方も都市計画道路を整備する

にあたっては、先ほどもありましたけども、第六小学校の子どものお話も含め、団地に

お住まいのご高齢の方の安全対策を考え、通学路の方はどうするのかという安全対策は、

引き続き継続してお願いしていくことは考えております。この都市計画段階のご意見も

そうですし、事業化された後もですが、継続して申し述べていきたいと考えておるとこ

ろでございます。以上です。 

堂免会長： では、香西委員。 

香西委員： ６０年間、ある意味待たせている見方を変えれば、この人たちは、６０年間このままの

形できていて、そういう状況で来ているということをやはり慮って欲しいなということ

をお伝えさせていただいて、終わりたいと思います。 

堂免会長： では、藤江委員、お願いいたします。 

藤江委員： はい。それぞれの事業を点が面になって繋がっていくものだと思いますので、全体的に

進めていって欲しいというふうに考えています。１つ、心配な点がありまして、国立市

都市計画審議会資料Ｎｏ．３の裏面ですけれども、先ほどの委員も心配されていた都市

計画審議会が未定になってしまっているといった点があるかと考えております。この未

定になっているという、以前は予定されていたのに先延ばし感があるんですけれども、

やはり新市長、濵﨑市長が今後これに対してXデーを決めて、自分の任期中にしっかり取

り組んでいけるのか。どのような取り組みを行っていくつもりなのか、お考えをお聞か

せいただければというふうに考えております。以上です。 

堂免会長： 市長、お願いいたします。 

濵﨑市長： 矢川上地区ですけれども、やはりこれは土地区画整理事業を廃止し、その次で地区計画

の予定がされているというのが１つのポイントだと思っています。地区計画自体が、そ
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の地域に住んでいる方とか或いは権利を持っている形じゃなくても地権者の方やその土

地に強く関連する方の意向をかなり配意した形で進めるというのが、前提の形で今検討

されています。その中で、やはり意見に基づく修正等という段階ですけれども、やはり

そこの合意形成を丁寧にやること自体が、事業において非常に重要かなと思っておりま

す。そのため、今の段階でXデーということはなかなか申し上げにくい面があるのですが、

しっかりと先ほど課長からもあったように、合意形成を進めていき、この事業自体を前

に進むようにしていきたいと思っております。以上です。 

堂免会長： その他にいかがでしょうか。なければ以上とさせていただきます。議題につきましては

以上でございますが、その他に何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、以上で議事日程のとおり、すべて終了いたしましたので、これをもちまし

て第４９回国立市都市計画審議会を閉会いたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

        

―― 了 ―― 

 

 


